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令和６年第１回定例会 

富 良 野 市 議 会 会 議 録 

 

 

令和６年３月７日（木曜日）午前 10時 00分開議 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

◎議事日程（第５号） 

 日程第 １ 市政に関する一般質問 

松 下 寿美枝 君  １．スポーツに親しむ環境作りについて 

           ２．部活動地域移行について 
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                午前10時00分 開議 

                （出席議員数16名） 

――――――――――――――――――――――――― 

        開  議  宣  告         

――――――――――――――――――――――――― 

○議長（渋谷正文君） これより、本日の会議を開きま

す。 

――――――――――――――――――――――――― 

        会議録署名議員の指名         

――――――――――――――――――――――――― 

○議長（渋谷正文君） 本日の会議録署名議員には、 

        家 入   茂 君 

        石 上 孝 雄 君 

を御指名申し上げます。 

――――――――――――――――――――――――― 

 日程第１ 市政に関する一般質問 

――――――――――――――――――――――――― 

○議長（渋谷正文君） 日程第１、市政に関する一般質

問を行います。 

 質問の順序は、御配付のとおり、順次、行います。 

 質問は、５名の諸君により、12件の通告があります。 

 質問に当たっては、重複を避け、また、答弁に際しま

しても、簡潔にされるよう御協力をお願い申し上げます。 

 それでは、ただいまより、松下寿美枝君の質問を行い

ます。 

 ２番松下寿美枝君。 

○２番（松下寿美枝君） -登壇- 

 通告に従い、一般質問いたします。 

 １件目、スポーツに親しむ環境作りについて。 

 １項目め、スポーツに親しむ環境作りについて。 

 文部科学省は、令和４年３月に第３期スポーツ基本計

画を策定しました。 

 スポーツ基本法の前文において、「スポーツは、心身

の健全な発達、健康及び体力の保持増進、精神的な充足

感の獲得、自律心その他の精神の涵養等のために個人又

は集団で行われる運動競技その他の身体活動であり、今

日、国民が生涯にわたり心身ともに健康で文化的な生活

を営む上で不可欠なもの」と示されていることを踏まえ

ながら、第３期スポーツ基本計画では、スポーツは、す

る、見る、支えるという様々な形での自発的な参画を通

して楽しさや喜びを感じることに本質を持つもので、そ

の楽しみや喜びを得ることは、人々の生活や心をより豊

かにするウエルビーイングの考え方にもつながるもので

あると書かれています。さらに、この第３期スポーツ計

画は、令和４年度から令和８年度までの５年間で国等が

取り組むべき施策や目標を定めた計画となっています。 

 その前段階である第２期基本計画では、スポーツをす

る、見る、支えるという参画を通じて、より多くの人々

がスポーツの感動や楽しさを分かち合い、互いに支え合

うスポーツ文化の確立を目指してきました。第３期基本

計画では、これらのスポーツそのものが有する価値を基

本としつつ、スポーツを通じてほかの分野にも貢献し、

優れた効果を波及したり様々な社会課題を解決したりす

ることができるというスポーツが社会活性化等に寄与す

る価値の観点が新たに設けられました。 

 その観点に関して、第３期スポーツ基本計画のスポー

ツによる地方創生、まちづくり施策では、スポーツ健康

まちづくりに取り組む地方公共団体の割合を2026年度末

に15.6％から40％とする目標を掲げています。その中で

は、地方公共団体の推進体制について、首長、企画関連

の部署の関与とリーダーシップの下、まちづくりに関係

する部署との連携など、幅広い部局との連携が必要であ

り、地域住民や企業といった多様な主体とも連携協力し

て、地域を挙げて取り組んでいくことが不可欠といった

発想の転換も促されています。 

 本市においては、平成28年に文化、スポーツの関連が

教育委員会から市長部局へ移されました。スポーツによ

るまちづくりに取り組みやすい体制ができていると感じ

ています。また、本市においては、令和５年５月に制定

された富良野市健幸都市推進プランにおいて、富良野市

が目指すところとして、少子高齢化や人口減少が進んで

も、地域住民がそこに暮らすことで健康で生きがいを感

じ、安心・安全で豊かな生活を送ることで幸せが実感で

きるまち、健幸都市、スマートウエルネスシティーが掲

げられています。 

 その中の基本方針６の中で、文化芸術振興の推進とス

ポーツインフラの整備、スポーツ振興を進めることで心

と体の健幸づくりを進めるとあります。そして、令和５

年11月に制定された富良野文化芸術基本条例の第13条で

は、「市は、スポーツが人々の健康を増進し、生きがい

を高め、交流を促進する文化的な役割を果たしている事

を鑑み、市民がスポーツに親しみ、楽しむことが出来る

よう必要な施策を講じるよう努めるものとする。」と定

められました。 

 先日、平田オリザさんの講演会が開かれました。私も

講演を拝聴しましたが、「文化と教育によるまちづくり」

と題して行われた講演の中で、物が人を豊かにしてきた

時代から精神的な豊かさが求められる時代になってきた

ことや、格差社会の中で文化、スポーツは格差を出にく

くする、文化による社会的包摂とも表現されていました。

また、この講演の中では、文化、スポーツが人と人との

出会いを創出したり、緩やかなつながりを育むことにも

つながるとおっしゃっていて、まちづくりについても改

めて必要な価値観ではないかと私自身が思いながら聞い

ていました。 

 私の周りにも、スポーツを通じて育まれた人間関係の
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おかげで、一度この地を離れても、またここに戻ってこ

ようと思う方がいたり、帰ってきたら携わっていたスポ

ーツチームの人に必ず会いに行くという人や、離れた地

域に住んでいても大会のときには一緒に参加したいと戻

ってきてくれる人など、様々な人がいます。新しく富良

野に来る人だけではなく、富良野を離れることになった

としても、緩やかにつながっていられる、帰ってきたら

会える人がいる、そのつながりは関係人口創出の考え方

にもつながるのではないかと考えています。 

 そのような人間関係が育まれる一つの環境がスポーツ

環境ではないかと考えます。スポーツは、楽しむが語源

とされています。体を動かすことで幸福度がアップする

ということは科学的にも解明されており、スポーツを通

じた人間関係の構築で、このまちに住んでよかったと思

ってくれる人が増えるような取組も、本市が目指す健幸

都市につながるものだと考えます。 

 富良野市が目指す健幸都市に向かうとき、スポーツの

振興、全ての市民がスポーツに親しむ環境づくりを積極

的に行っていくことも必要だと考え、以下、質問いたし

ます。 

 １点目、富良野市第６次総合計画においては、スポー

ツ活動の推進における課題として、生活様式や娯楽の多

様化により若い世代のスポーツ離れが進んでおり、幼児

期から高齢期までの各期に合わせたスポーツ活動の機会

の充実が求められていますとあります。 

 高齢期のスポーツは、フロアカーリングやパークゴル

フなどが盛んな印象がありますが、幼児期から若い世代

がより活動しやすくなる機運の醸成について、どのよう

な考えをお持ちか、伺います。 

 ２点目、総合計画においては、富良野市スポーツ推進

委員の担い手不足も課題として挙げられています。 

 スポーツ振興を進めていく上で、スポーツ推進委員の

ような方々が必要であると考えます。人の確保、また、

育成についてはどのような取組が行われているのか、伺

います。 

 ３点目、スポーツ基本法において、各市町村の教育委

員会は、地方の実情に即したスポーツの推進に関する計

画を定めるよう努めるものとあります。 

 これからの本市において、スポーツ振興に関して、ス

ポーツ実施率向上の数値も含めたスポーツ振興計画の策

定は必要だと考えます。策定についての考えを伺います。 

 ２件目、部活動地域移行について、１項目め、部活動

地域移行について伺います。 

 2022年、スポーツ庁と文化庁は、部活動の地域移行に

関する検討会議提言を発表し、運動部、文化部それぞれ

について、令和５年度から令和７年度までを改革推進期

間とし、まずは休日の学校部活動から段階的に地域移行

する方針を示しました。 

 スポーツ庁と文化庁から出された学校部活動及び新た

な地域クラブ活動の在り方等に関する総合的なガイドラ

インの中には、少子化が進む中、将来にわたり生徒がス

ポーツ、文化芸術活動に継続して親しむことができる機

会を確保するため、速やかに部活動改革に取り組む必要

性、また、部活動の地域移行に当たっては、地域の子供

たちは、学校を含めた地域で育てるという意識の下で、

地域の持続可能で多様な環境の一体的な整備により、地

域の実情に応じスポーツ、文化芸術活動の最適化を図り、

体験格差を解消することを目指すものとあります。 

 北海道においては、全国を上回る速度で進行する少子

化の中でも、子供たちがスポーツ、文化芸術活動に持続

的に親しめる環境を整えることを目指し、教員の部活動

指導に係る負担にも配慮しながら、北海道部活動の地域

移行に関する推進計画が令和５年３月に策定されました。 

 本市においても、子供たちの数は減り続けています。

富良野市立小中学校の適正規模及び適正配置に関する改

正指針第２期後期の資料によると、中学校の生徒数の推

移は、平成23年に708名だったものが10年後の令和３年に

は490名となり、さらに、10年後の令和13年には393名と

なり、そして、その後も生徒数の減少が続くことが示さ

れています。子供が少なくなり、やりたい活動がどんど

んできなくなっていく状況ではなく、スポーツや文化に

接する機会を大人も一緒につくっていかなければならな

い、そうして子供たちの活動の機会を保障していくこと

が必要だと考えています。 

 令和４年第２回定例会で一般質問を行った際には、部

活動地域移行に関しては検討段階であること、また、想

定される課題や国の提言で示されている令和７年までに

間に合うような形で進めていきたいという答弁がありま

した。 

 私は、地域の実情に合わせて、より多くの人に関わっ

てもらいながら、富良野で暮らす子供たちにとってどの

ような形がよいのか、将来の部活動の在り方を議論する

必要性もあると考えています。 

 以上を踏まえて、以下、質問いたします。 

 １点目、部活動地域移行に向けての進捗をお知らせく

ださい。 

 ２点目、いま、教育委員会と学校で把握している課題

についてお知らせください。 

 ３点目、令和４年の一般質問時にもニーズ調査を考え

ていくとの答弁がありました。地域移行に向けて、子供

たちの部活動に関する考えや思いなど、意見の吸い上げ

はどのように行っていくのか、伺います。 

 ４点目、部活動の地域移行は、これまでの方法と同じ

ではなく、大胆な改革が必要とも言われています。教員

の働き方改革も、国の審議会でも言われていましたが、

意欲のある先生が兼職、兼業という形で地域移行後も指
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導できる環境を構築できることも北海道教育委員会の取

組の中で言われています。また、以前の答弁でも、本市

における受皿と担い手についてはふらのスポーツ協会と

協議をしていくといった言葉もありました。 

 地域移行に向かうには、地域の方や先生方の協力も必

要だと思いますが、人材確保についての考え方をお聞か

せください。 

 以上で、１回目の質問といたします。 

○議長（渋谷正文君） 御答弁願います。 

 市長北猛俊君。 

○市長（北猛俊君） -登壇- 

 おはようございます。 

 松下議員の御質問にお答えします。 

 １件目のスポーツに親しむ環境づくりについてであり

ますが、子供、青少年がスポーツに親しむ機会を確保す

るため、ふらのスポーツ協会によるジュニアスポーツ体

験教室の開催、市民スポーツ交流事業や市民体力づくり

大会の実施、チャレンジスポーツ事業の取組などを行っ

ております。 

 今後も、学校開放事業の実施や地域の体育振興会との

連携を図りながら、市民誰もが生涯の各時期にスポーツ、

レクリエーション活動に親しむ機会の提供に努めてまい

ります。 

 次に、富良野市スポーツ推進委員の育成、確保につい

てでありますが、スポーツ基本法第32条の規定により、

市町村での委嘱が義務づけられており、市民の健康、体

力づくりの指南役として各地域に配置され、誰もが気軽

に楽しめる軽スポーツの指導、普及やふらのスポーツ協

会主催大会などへの協力、支援などを行っております。 

 今後も、上川管内スポーツ推進委員協議会などの関係

機関と連携し、研修の充実を支援するとともに、地域ス

ポーツの振興を支える人材の育成、確保に努めてまいり

ます。 

 次に、スポーツ振興計画の策定についてでありますが、

本市では、第６次富良野市総合計画において、スポーツ

活動の推進とスポーツ環境の整備を基本施策として取組

を進めており、現時点では、スポーツセンター耐震改修

工事など市民が安全・安心に利用できる施設管理運営に

努めるとともに、引き続き、指導者や活動団体を育成し、

持続可能な地域スポーツ環境の確保、充実を図るため、

関係団体と連携、協働してスポーツの推進に向けた取組

を進めてまいります。 

 以上です。 

○議長（渋谷正文君） 続けて、御答弁願います。 

 教育委員会教育長近内栄一君。 

○教育委員会教育長（近内栄一君） -登壇- 

 松下議員の御質問にお答えいたします。 

 ２件目の部活動地域移行についての進捗状況について

でありますが、本市においては、令和４年に国が示した

運動部活動の地域移行に関する検討会議提言を踏まえ、

市内各校の実態把握、市内各スポーツ団体や中学校部活

動顧問と市及び教育委員会の意見交換、統合型スポーツ

クラブ担当者による実践事例講演会を実施してまいりま

した。 

 次に、教育委員会と学校で把握している課題について

でありますが、学校単独での部活動の維持と指導体制の

確保に課題があると考えております。 

 これまでも、各中学校における生徒数の減少により、

部活動の種目によっては、練習や大会参加が難しいなど

の状況が生じていることから、市内や近隣町村の中学校

との合同での取組を進めるとともに、教員についても、

経験のない部活動の指導などで負担が生じ、生徒が十分

な指導を受けられない状況もあることから、地域のスポ

ーツ団体との連携や部活動オンライン指導の実証実験を

実施してまいりました。 

 生徒の部活動を継続するためには、地域の文化、スポ

ーツ団体などとの連携も必要であると認識しております。 

 次に、子供たちの部活動に対する考えや思いなどの意

見の吸い上げについてでありますが、子供たちのニーズ

の把握に努めてまいります。 

 次に、人材確保の考えについてでありますが、子供た

ちの文化、スポーツ活動機会の確保に向けて、今後、設

置を予定している地域移行に関する協議会などにおいて

検討してまいります。 

 以上でございます。 

○議長（渋谷正文君） 再質問ございませんか。 

 ２番松下寿美枝君。 

○２番（松下寿美枝君） 順次、質問させていただきま

す。 

 まず、１件目のスポーツに親しむ環境づくりについて

の１点目については、ふらのスポーツ協会に協力しても

らいながら様々な事業を行っているということで理解を

いたしました。 

 また、２点目におきまして、富良野市スポーツ推進委

員の担い手の人材の確保や育成については、市町村での

委嘱、また、各地域に配置されて地域スポーツの振興を

支えていくといった答弁をいただいたところです。 

 私も、富良野市スポーツ推進委員規則を拝見して、こ

の中で、スポーツ推進委員が市民のスポーツ振興に関す

る調査、研究を行うことといった役割もあることを知り

ました。いま、スポーツ推進委員のほうで調査、研究を

行っていることがあればお知らせください。 

○議長（渋谷正文君） 御答弁願います。 

 市民生活部長山下俊明君。 

○市民生活部長（山下俊明君） 松下議員の再質問にお

答えいたします。 
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 現在、富良野市スポーツ推進委員につきましては、先

ほど市長答弁でも答弁させていただきましたが、各地区

から選出をされまして現在11名がその任についておりま

す。内訳としては、市街地区５名、山部２名、東山、麓

郷、布礼別、鳥沼というふうに選出をされているところ

です。年代につきましても30代から70代まで幅広く配置

しております。 

 活動内容といたしましては、主に年６回の定例会を開

催しております。この中では、上川管内のスポーツ推進

協議会との連携ということで、資料ですとか、そういっ

たものを用いながら定例会を開催しております。この中

で、ふらのスポーツ協会（68ページで訂正）と連携をし

て、市内のへそマラソンですとかフロアカーリングなど

の支援も行っているわけでありますけれども、具体的に

何の調査研究をしているという、特別にここを調査研究

しているというものはございませんが、当然、出前講座

で、ボッチャですとか、そういったことで地域に赴いて

活動しておりますので、そういった日常の活動の意見交

換ですとか、上川管内の情報を共有しながら調査、研究

しているという段階ということになります。 

 以上でございます。 

○議長（渋谷正文君） 続いて、質問ございませんか。 

 ２番松下寿美枝君。 

○２番（松下寿美枝君） スポーツ推進委員の皆さんの

取組はどんな活動をしているのかということだったので

すが、この中で、スポーツ推進委員は、市民のスポーツ

の振興に関し、分担する地域及び事項について次の職務

を行うということで、スポーツの振興という言葉が出て

きます。このスポーツの振興という言葉が文化基本条例

のほうでも出てきたり、様々なところでスポーツの振興

という言葉が出てくるのですが、富良野市として、本市

としてスポーツの振興というのはどこを目指していくも

のなのか、考えをお聞かせください。 

○議長（渋谷正文君） 暫時休憩いたします。 

     ─────────────── 

        午前10時23分 休憩 

        午前10時24分 開議 

     ─────────────── 

○議長（渋谷正文君） 休憩前に引き続き、会議を開き

ます。 

 休憩前の議事を続行いたします。 

 松下寿美枝君、富良野市スポーツ推進委員の確保、育

成についての件でありますので、振興という部分につい

てになりますと通告の幅を超えております。あくまでも

通告の範囲の中で、改めて質問をよろしくお願いいたし

ます。 

 ２番松下寿美枝君。 

○２番（松下寿美枝君） スポーツ推進委員の確保につ

いてなのですが、定数は18名以内とされていて、以内で

あれば11名ということでもよいかとは思うのですが、11

名ということで、現在、スポーツ推進委員の人数が足り

ているのか、この活動を行うに当たって足りているのか、

お伺いいたします。 

○議長（渋谷正文君） 御答弁願います。 

 市民生活部長山下俊明君。 

○市民生活部長（山下俊明君） 松下議員の再質問にお

答えいたします。 

 初めに、先ほど、再質問の答弁の中で、ふらの体育協

会というふうに発言いたしましたが、ふらのスポーツ協

会の間違いですので、この場で御訂正させていただきま

す。 

 それでは、松下議員の再質問にお答えいたしますが、

スポーツ推進委員の人数についてでありますが、現在、

先ほど申し上げましたように11名、定数につきましては

18名となっております。 

 平成17年度までは18名だったわけですけれども、それ

以降は12名、現在11名という数字になっております。こ

の間、スポーツ推進委員の予算につきましても11名分で

ずっと予算計上してきたところでございます。 

 スポーツ推進委員につきましても、人口減少ですとか、

いろいろな担い手の確保といった部分も当然ございます

し、スポーツ推進委員は現在30代から70代ということで、

ここは総合計画にも掲げた課題の一つというふうに考え

ておりますので、現在の11名で不足しているという認識

は持っておりませんけれども、この後、スポーツに関し

ていろいろな計画を立てていく中で、当然、また定数の

見直しですとか、人数の見直しですとか、地域の配置の

考え方といったものは、今後、整理を続けていかなけれ

ばならない課題だというふうに考えております。 

 現在については11名ということで、不足しているとい

うことは感じておりません。 

 以上でございます。 

○議長（渋谷正文君） 続いて、質問ございませんか。 

 ２番松下寿美枝君。 

○２番（松下寿美枝君） スポーツ推進委員は11名で、

不足はしていないということで私も理解しました。 

 ただ、やはり、健幸都市を目指す本市において、スポ

ーツというのも重要な柱の一つだと考えています。 

 その中で、３点目の質問に移ります。 

 スポーツ振興計画については、活動団体の育成や様々

な団体と連携、協働してスポーツを推進していくという

ことで、明確に策定する、しないということではなかっ

たかとは思うのですが、これからのまちづくり、そして

健幸都市をつくっていく上では、私はスポーツ振興計画

が必要だと考えています。 

 策定についての考えはおありかどうか、再度、お伺い
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いたします。 

○議長（渋谷正文君） 御答弁願います。 

 市民生活部長山下俊明君。 

○市民生活部長（山下俊明君） 松下議員の再質問にお

答えいたします。 

 スポーツの受ける役割ですとか、地域の活性化につな

がるものという議員の先ほどの御質問につきましては、

趣旨は全く同感でございますし、当然、スポーツは、人

と人との交流ですとか、地域の諸課題解決のために重要

な役割を果たすということは考えております。 

 また、市民が心身健康で長く生き続けられる、健康で

活力に満ちた社会をつくっていくという考え方につきま

しては、スポーツ基本法にのっておりますスポーツ振興

計画をなぜ定めなければならないかという目標のところ

の考え方については、第６次富良野市総合計画ですとか、

健幸都市富良野、また、先ほど質問の中でもありました

富良野市文化芸術基本条例の中でも、それぞれ表現方法

は若干異なっておりますが、目的としては全て共通の認

識を持って計画がいまつくられているというふうに考え

ておりますし、それに沿ってスポーツ振興も進めている

という認識にございます。 

 現在、予算計上しておりますが、富良野スポーツセン

ターの耐震改修工事を予定しております。その中では、

これからも利用しやすいように、耐震のほかに、一部、

この際に工事ができる場所の改修も行って、より使いや

すい施設というふうに考えておりますし、また、課題と

しては、以前、市民福祉委員会でも御指摘をいただきま

したが、屋外スポーツ施設の整備ということも十分考え

ていかなければならないですし、令和６年度については、

先ほどの文化芸術基本条例の第13条にスポーツの役割を

明記してありますが、こちらのほうの推進計画も令和６

年度着手ということで考えておりますので、ここの部分

が一段落したところで、地域の方たち、団体の方たち、

また利用者の方たちの声を十分に集めながら、計画とい

うのは一段落置いた先に検討していくものというふうに

考えているところでございます。 

○議長（渋谷正文君） 続いて、質問ございませんか。 

 ２番松下寿美枝君。 

○２番（松下寿美枝君） 今後、文化のほうの計画が一

段落した後に進めていくというようなお考えでいると伺

いました。 

 先ほどの部長の答弁ですと、富良野スポーツセンター

の改修、改築、ハード面の整備ということが結構前面に

出されていたのかと考えています。スポーツ振興という

部分でいきますと、ハード面の整備だけではなくて、ソ

フト面、人と人、また、スポーツからの生きがいづくり

であったりとか、そういったところも必要かと思います。 

 富良野市が目指すスポーツ振興はどういったものなの

か、考えがあればお聞かせください。 

○議長（渋谷正文君） 御答弁願います。 

 市民生活部長山下俊明君。 

○市民生活部長（山下俊明君） 松下議員の再々質問に

お答えいたします。 

 決してスポーツのハード面の整備が優先ということで

もないですし、そちらがなければスポーツ振興が進まな

いというふうに考えているということではございません

けれども、現在、直面し最優先すべき事項として富良野

スポーツセンターの耐震改修工事というのを先ほど挙げ

させていただきましたが、当然、計画をつくるに当たっ

ては、関係団体ですとか、市一丸となって、総合計画を

つくったときのように、本当に多くの皆さんの協力を得

ながら計画をつくっていくというふうに考えております

ので、当面の課題が一段落をしたところで着手すべきも

のかというふうに考えたところでございます。最初に述

べましたように、スポーツ振興は、健幸都市富良野にも

通じてくると思いますが、地域が健康でスポーツを通じ

てまちづくりをしていくということがスポーツ振興の目

的というか、まちづくりにつなげていくということでの

スポーツ振興だというふうに考えておりますので、ここ

の考え方については、総合計画ですとか、そういったも

ので全て共通であるというふうに認識しておりますので、

スポーツ振興の考え方については、現在のいろいろな計

画に共通認識としてのっているというふうに捉えている

ということで先ほどお答えさせていただきました。 

 以上でございます。 

○議長（渋谷正文君） 続いて、質問ございますか。 

 ２番松下寿美枝君。 

○２番（松下寿美枝君） それでは、２件目の質問に移

ります。 

 部活動の地域移行に関して進捗を伺いました。実態把

握ですとか、市や教育委員会との協議、ふらのスポーツ

協会との意見交換など、様々されてきたと理解いたしま

した。 

 ２点目の答弁でありました課題の部分で、多分、これ

は、これまでの取組でオンラインということもされてき

たかと思います。様々な課題がある中で、オンラインの

取組をした結果、効果があったこと、また、効果が見ら

れなかったことなどの検証をされたのか、お伺いいたし

ます。 

○議長（渋谷正文君） 御答弁願います。 

 教育委員会教育部長佐藤保君。 

○教育委員会教育部長（佐藤保君） 松下議員の再質問

にお答えいたします。 

 これまでの部活動の実証実験というところで、オンラ

イン指導の実証実験の効果と課題というところの質問か

と思います。 
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 まず、令和４年度に樹海学校、麓郷中学校で野球のオ

ンラインの指導をやってきました。また、令和５年度に

は、富良野東中学校、西中学校、麓郷中学校で野球の部

活ということで実証実験をやってきました。 

 その中での効果というところでいきますと、令和４年

度は、樹海学校、麓郷中学校でやってきたのですけれど

も、指導者との距離的なデメリットが解消されました。

今回、ＮＴＴ東日本の野球の指導者から受けたのですけ

れども、そういった指導を受ける際に講師が移動すると

いうことがないので、そういったところのメリットがあ

りました。また、そういった指導を受けているところを

動画撮影し、部活動を振り返りながら学んでいくという

ところで考えますと、非常に分かりやすい指導を受ける

ことができたと考えております。 

 その中で、課題と思いましたところは、やはり、オン

ラインですので、通信環境にちょっと左右されやすいと

いうところがありました。また、今回、屋外で行ったと

ころもありましたが、屋外でのオンラインの指導という

のは少々不向きではないかというところがありました。

また、機器の設定とかというところでいきますと、やは

り、準備に時間がかかるというような課題があったとこ

ろでございます。 

 以上でございます。 

○議長（渋谷正文君） 続いて、質問ございませんか。 

 ２番松下寿美枝君。 

○２番（松下寿美枝君） オンラインの指導で様々な課

題だったり、よさも見えてきたということだったのです

が、今後、やはり、子供が減っていく中で、周辺校で活

動を続けるというときにはオンラインも一つの選択肢に

入るのかと考えてはいるのですが、オンライン指導を受

けた子供たちの反応というのはどうだったのか、お伺い

します。 

○議長（渋谷正文君） 御答弁願います。 

 教育委員会教育部長佐藤保君。 

○教育委員会教育部長（佐藤保君） 松下議員の再々質

問にお答えいたします。 

 オンライン指導の中で生徒の反応というところであり

ますと、やはり、今回、社会人野球というところもあり

ましたので、非常に技術的に高い講師からの指導を受け

られたというところは非常によかったと感じているとこ

ろだと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（渋谷正文君） 続いて、質問ございませんか。 

 ２番松下寿美枝君。 

○２番（松下寿美枝君） 子供たちにとってもよかった

ということで了解いたしました。 

 その中で、３点目におきまして、子供たちのニーズの

把握を私はしていくべきだと考えております。 

 いま、子供たちを取り巻く国の政策でも、こどもまん

なかでしたり、子供たちの意見表明、子供の権利、子供

の主体性とかいろいろ言われている中では、いま、大人

たちでこうやって議論している現状ではあるのですが、

子供たちにとって自分たちの活動にどういった認識を持

っているのか、そういった部分も含めてニーズの把握が

必要ではないかなと感じております。 

 ニーズの把握に努めていくということでしたが、協議

会ができてからそれを行っていくという考えでいらっし

ゃるのか、お伺いいたします。 

○議長（渋谷正文君） 御答弁願います。 

 教育委員会教育部長佐藤保君。 

○教育委員会教育部長（佐藤保君） 松下議員の再質問

にお答えいたします。 

 いま、子供たちの意見集約の方法、ニーズの把握とい

うのが大事ではないかというところでございます。 

 それは協議会ができてから取り組むのかというところ

でありますけれども、私どもは、子供たちが部活動を行

う、スポーツですとか芸術文化の活動をしていくという

ところでいけば、やはり子供たちが主体というふうに思

っておりますので、子供たちがどういったことをやりた

いのか、例えば、いま、それぞれの学校に部活動があり

ますけれども、そのほかのものもあろうかと思いますの

で、そういったニーズの把握というのは非常に大事だと

思っております。 

 また、どういった選択、設問にしていくかというとこ

ろは、やはり、協議会をつくってから具体に詰めて進め

ていきたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（渋谷正文君） 続いて、質問ございませんか。 

 ２番松下寿美枝君。 

○２番（松下寿美枝君） 協議会ができてからというこ

とで、４点目の質問に移ります。 

 ４点目のほうでも、今後の人材確保については協議会

において検討していくということでした。どうしても私

のほうも手段についての質問がすごく多くなってしまう

のですが、この地域移行に関する議論というのは、学校

教育だけの話ではなくて、やはり社会教育の要素も大き

く関わってくるのかなと個人的には考えています。 

 教育行政から考える子供を取り巻く地域の在り方、地

域移行を手段としてどんな環境づくりができたら理想な

のか、地域移行ということが目的であって手段ではない

ということを先日私も学ばせてもらったので、どういっ

た目的を持って今後進めていくのか、お考えをお聞かせ

ください。 

○議長（渋谷正文君） 御答弁願います。 

 教育委員会教育部長佐藤保君。 

○教育委員会教育部長（佐藤保君） 松下議員の再質問
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にお答えします。 

 地域移行をどういった目的でやっていくのかというと

ころですけれども、私どもは、これはあくまでも子供が

主体と考えておりますので、子供たちがスポーツ、文化

活動をできる環境を整えていくということが一番大事だ

と思っておりまして、それが最大の目的だと考えており

ます。 

 以上でございます。 

○議長（渋谷正文君） 続いて、質問ございますか。 

（「了解」と呼ぶ者あり） 

○議長（渋谷正文君） 以上で、松下寿美枝君の質問は

終了いたしました。 

 ここで、暫時休憩いたします。 

     ――――――――――――――― 

        午前10時41分 休憩 

        午前10時45分 開議 

     ――――――――――――――― 

○議長（渋谷正文君） 休憩前に引き続き、会議を開き

ます。 

 休憩前の議事を続行いたします。 

 次に、二宮利和君の質問を行います。 

 ８番二宮利和君。 

○８番（二宮利和君） -登壇- 

 通告に基づいて、御質問いたします。 

 １件目、観光客急増による影響と持続的な観光地政策

の課題についてです。 

 １点目です。 

 新型コロナウイルス感染症が５類移行となり、富良野

に来ていただく観光客は回復してきていますが、観光客

数の急激な増加により、様々な不都合な課題や持続可能

な観光のための課題があらわとなってきているところも

あります。この件をどのように認識されているのかお伺

いしたいと思います。 

 令和５年度前期では、道外からの来客数が過去最高と

なっています。富良野市観光客入り込み数によりますと、

令和５年度上半期については、過去最高の96万6,102人の

北海道外からのお客様を迎えています。そして、北海道

内からも23万982人という、いままでの中でもかなり大き

な数字が出てきております。特に、北海道外からのお客

様の回復については顕著に表れており、外国の方の来訪

者数、宿泊者数は、中国からの旅行に制限がある中でも、

令和元年度に迫るような勢いで回復しています。 

 大変喜ばしいことではありますが、急激な変化と富良

野観光への投機的な資金流入などで様々な課題が市内で

は見受けられます。夏の観光客が集中するピークの時期

には、昼食の食事場所が不足し、観光客の方が市街地を

昼食を求めて歩き回るランチ難民と言われる様子も見ら

れます。富良野らしいものを食べたかったが、混んでい

て入れなくて長時間待つことになったり、コンビニのお

弁当を食べるというのがいまの現実です。 

 市内の飲食店では、昼から夕方近くまで行列ができて

います。これは、夏だけではなく、冬のシーズン中の夕

食時間も同様なことが起こります。スキー場から市街地

に来ても、飲食店に行列ができて待つことになります。

これは、観光のお客様だけではなく、富良野市民にとっ

ても、いままで気軽に外食できた場所でさえ、なかなか

入れない、ゆっくりと外食をできないというような事態

にもなります。 

 そして、宿泊施設も同様に、宿泊客の急増で宿泊費の

高騰が起こり、昨年の７月、８月は市内全体の宿泊施設

で予約が取りにくい、そのような事態も起こっています。

人手が足りずに十分にサービスが提供できないという事

態もありました。 

 公共交通機関など移動手段の不足も顕著であり、夏の

時期はタクシーが不足し、また、外国のお客様には、駅

や公共交通の利用が使いやすいものではなかったという

ことで、かなり混雑した状態も見受けられました。 

 そして、冬のシーズンも外国のお客様が、かなりの数、

戻ってきていらっしゃいますが、バスの停留所に至って

は、朝、夕、そして夜の時間帯で長い列ができます。ふ

らのスキー場と駅を結ぶバスはかなり混んでおり、地元

の方が乗りにくい、そういう話もあります。 

 そこで、このようなオーバーツーリズムに近いような

現状についてどのように認識されているのか、お伺いい

たします。 

 そして、２番目として、観光客が集中するピークの期

間に集客数をさらに増やすための集客キャンペーンを中

心に方策が組まれ、企画がされていますが、今後は、方

向転換をして、集客キャンペーンという方向性ではなく、

集客期間の平準化や再度来訪を促進するための観光地と

してのサービス、そして、ハード面や観光資源である景

観の充実を図るようなことが必要であり、そして、市民

が観光振興の恩恵を実感できるような地域づくりに向け

た長期的な視点で観光政策の軸足をシフトしていく、そ

のようなお考えがないか、そのような視点でお伺いいた

します。 

 現状、観光客の急増による課題が多い中でも、観光行

政としては、観光客が集中するピークの期間にさらに集

客数を増やすための集客キャンペーンを中心に方策が組

まれ、企画がされています。いままでも、観光の平準化、

通年観光には取り組まれていますが、近年の観光キャン

ペーンの軸足は集客中心となっています。しかし、現状

のピーク時は既にオーバーツーリズムのような状態にな

っています。観光事業者であっても、いまは、ピークを

引き上げるのではなく、受入れを整えて満足度を上げる

べき、そういう意見は多々あります。そして、富良野に
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来ていただいて、富良野の食事が取れない、移動が不便

で思うように過ごせない、宿泊費も高騰し、予約も取れ

ない、富良野に来て富良野のよさを十分に満喫すること

なく離れていかなければならない、これは、将来に対し

ての大きなチャンスロスになると思われます。例えば、

飲食店に行けず、コンビニでお弁当を買ってホテルで食

べるというのは、継続的な観光地運営の中では大きなロ

スです。 

 そして、何よりも、その様々な課題が市民の生活には

マイナスに受け止められてしまっていることも多くあり

ます。観光に携わる方々であってもそのように感じるの

です。ましてや、観光で直接、利益のない市民の皆さん

の中には、直近のお客様が急激に増え、地域が変化し、

それを実感し、目の前で起こっている変化への不安や今

後の観光の在り方と市民生活への影響について心配され

ている方もたくさんいます。 

 そして、いままでこれだけの観光が栄える一番の要因

である富良野の環境や、温かく観光客を迎えてきた富良

野市民が恩恵を実感でき、継続していける観光地政策が

求められます。多くのお客様に認められるすばらしい田

園風景、このすばらしい農地は、農家の方々や、以前、

手作業で畑で働いていた女工たちが手作業で草を取り、

畑を管理し、そしてすばらしい農村環境をつくってきま

した。スキー場は、多くのスキー関係者の方々がふらの

スキー場の仕事に携わり、ワールドカップ、修学旅行、

そしてスキー場を盛り上げ、いまはスキーのまちとして

発展もしてきました。その皆さんたちが効果を実感でき、

胸を張って富良野にお客さんが来てくれることが、自分

たちの生活、そして、まちをよくすることだ、住みやす

いまちづくりに貢献しているということが実感できる、

そのような観光を実現してほしいと思います。ぜひ、現

状に即した形で観光行政を変化させ、富良野をまた行き

たい場所、そして、ほかの人にも勧められるまちにして

いく方策を取ることで、多くの理解も得られると思いま

す。 

 このようなことから、観光行政の方向転換をして、観

光行政の企画の軸足を集客キャンペーンという方向性か

ら、集客期間の平準化、また、富良野に来ていただくた

めの観光地としてのサービス、そして、ハード面や観光

資源であるまちや農村部の景観、住みやすさの充実を図

るような政策にシフトしていくお考えがないかについて、

お伺いします。 

 ２件目、変化する農業情勢についてです。 

 農業を取り巻く情勢の変化について質問いたします。 

 水田活用の直接支払交付金の適用範囲の厳格化と、そ

れに伴う畑地化支援事業の期限付強化で一時的には補助

が得られるが、その後は条件の悪い農地で営農している

農家の収入や農地の資産価値を減少させ、効率の悪い農

地の放棄や離農が加速度的に進むのではないかという危

機感を持つ声が聞かれます。 

 この件についてお伺いします。 

 農業に関して造詣の深い市長は御存じだと思われます

が、御存じない方への解説も含め、少し説明をさせてい

ただきます。 

 水田活用の直接支払交付金とは、もともと転作奨励金

であり、米の生産調整政策の下で、水田での転作作物の

作付を促進、維持し、米の過剰を事前に抑制することが

目的です。転作作物ごとに交付単価が設定され、作付面

積に応じて支払われています。 

 このたび、交付金の条件が厳格化され、５年間に一度

も水稲の作付を行わない農地を本交付金の対象外とする

ようなルールの厳格化の措置が取られました。これは主

に、転作している水田に、いわゆる収益性の低い作物、

もしくは、収益性の高い作物であってもあまり手入れを

されていない状態で作付をされている、そのようなとこ

ろに交付金が助成されることを抑制して高収益の作物の

作付を増やしていく、そのような目的で厳格化されます。 

 それに対応する形で、水田を畑地化という形で期間限

定的に畑地化補助金を強化して出すという制度が含まれ

ます。畑地化支援補助金は、北海道では10アール当たり

10万5,000円から17万5,000円、10ヘクタールの水田で換

算すると1,000万円から1,750万円の補助金が出ます。こ

れらにより、収益性の悪い水田、条件の悪い水田、今後、

水張りの予定のない、もしくは水張りができない水田は

畑地化が進んでいきます。畑地化をすることによって、

畑地化支援助成金は出ますが、いままで毎年得られてい

た水田活用の直接支払交付金10アール当たり３万5,000

円は支払われなくなり、さらに補助金がつかない畑とい

うことで、地目変更による農地価格の減少、減額が予想

されます。 

 それらは、農家の一時収入としては増加しますが、こ

の先、転作田に対する助成金がなくなるということを意

味します。これら水田活用の直接支払交付金の適用範囲

の厳格化とそれに伴う畑地化支援事業の期限付強化で一

時的には補助が得られるが、その後は、条件の悪い農地

で営農している農家の収入や農地の資産価値を減少させ、

効率の悪い農地の放棄や、２次的な影響としてコミュニ

ティーの維持にも影響が出ると思われます。そして、こ

れらをきっかけにした加速度的に進む離農は、地域にも

多くの課題を生むと思われます。 

 この動きが始まり１年となりますが、現状の水田活用

の直接支払交付金の厳格化、畑地化支援事業の強化が地

域農業に及ぼす影響と評価、今後、離農等が進んだ場合

の対策について見解をお伺いします。 

 １、水田活用の直接支払交付金のルール厳格化、畑地

化支援事業の強化が及ぼす影響と評価について、認識を
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お伺いします。 

 ２、今後の農業の継続に向けた対策についてお伺いし

ます。 

 ３、生産効率や収益性が低い農地への対策についてお

伺いいたします。 

 以上で、１回目の質問といたします。 

○議長（渋谷正文君） ここで、暫時休憩いたします。 

     ――――――――――――――― 

        午前11時00分 休憩 

        午前11時07分 開議 

     ――――――――――――――― 

○議長（渋谷正文君） 休憩前に引き続き、会議を開き

ます。 

 休憩前の議事を続行いたします。 

 二宮利和君、質問の内容なのですけれども、通告の内

容に基づいて、改めて整理して質問するところがござい

ますので、改めて質問をお願いいたします。 

 ８番二宮利和君。 

○８番（二宮利和君） 改めて、整理をさせていただき

ます。 

 １点目の観光行政に関わる部分ですけれども、質問の

内容です。 

 １、今年度、夏の観光ピーク時期では、食事場所の不

足や移動手段の不便などの問題が発生していますが、市

は、継続可能な観光地づくりを推進していますが、観光

繁忙期に発生している問題についてどのように受け止め

ているのか、見解をお伺いします。 

 ２、持続可能な観光地づくりへ向け、観光地政策は次

の方向性であるべきと思いますが、見解を伺います。 

 １、繁忙期に集客するよりも、閑散期を底上げして集

客を平準化すべきではないか、２、観光需要を取り込み、

市民生活の利便性の向上につなげるべき、交通とかレク

リエーション施設なども含めてですけれども、そして、

３、観光客の受入れの環境をさらに整備すべきではない

か、そのような質問の内容になります。 

 それから、もう一点、訂正があります。農業のところ

で訂正をさせていただきます。 

 手続の中で、地目変更と私は申しましたが、地目変更

という手続はこの中では伴わないということで、これは

私の認識が違いましたので、訂正させていただきます。 

 以上です。 

○議長（渋谷正文君） 御答弁願います。 

 市長北猛俊君。 

○市長（北猛俊君） -登壇- 

 二宮議員の御質問にお答えします。 

 １件目の観光客の急増による影響と持続可能な観光地

政策の課題についての観光繁忙期に発生している問題で

ありますが、本年度上期の宿泊延べ数は、新型コロナウ

イルス感染症の拡大前と比較すると、７月、８月の繁忙

期で97％、ショルダーシーズンにおいては、６月で104％、

９月で84％と順調に回復しているものと認識しておりま

す。 

 一方、コロナ禍を経て、観光や交通業界において人材

の流出があり、飲食店の廃業や従業員不足、宿泊施設で

の予約制限、タクシー台数の不足、飲食店の混雑などが

あったものと認識しております。 

 このような課題は、観光客の満足度の低下につながる

とともに、再来訪意欲に影響することから、早急な解決

が必要であると考えております。 

 次に、持続可能な観光地域づくりに向けた誘客の平準

化でありますが、本市の観光振興の指針でありますFURANO 

VISION 2030では、宿泊延べ数を平準化し、観光業界にお

ける雇用の安定化を図ることとしております。 

 本市の観光の繁忙期は、花や景観を楽しむことができ

る７月、８月、パウダースノーの中でウインタースポー

ツを楽しむことができる１月、２月であり、今後も、誘

客を進めるとともに、ショルダーシーズンである６月に

はサイクリングイベントを、９月及び10月には沿線のワ

イナリーを巡るツアーを実施するなど、季節偏差をなく

す取組を進めておりますので、これを継続してまいりま

す。 

 次に、観光需要を取り込み、市民の利便性向上につな

げる取組についてでありますが、国連世界観光機関では、

持続可能な観光を、訪問客、産業、環境、受入れ地域の

需要に適合しつつ、現在と未来の環境、社会文化、経済

への影響に十分配慮した観光であると定義しております。

観光需要を取り込むことによる市民サービスの維持や生

活利便性の向上だけでなく、観光振興を地域の経済波及

効果や市民の暮らしやすさの実感にもつなげることは、

持続可能な観光地域づくりの視点と合致しているものと

理解しておりますので、今後も、住んでよし、訪れてよ

しの観点により観光行政の推進に努めてまいります。 

 次に、観光客の受入れ環境整備につきましては、観光

客が本市を訪れ、満足して帰路についていただくことが

再来訪へとつながることから、今後も、観光事業者から

の聞き取りを行い、問題点を把握した上で、ふらの観光

まちづくり戦略会議において協議しながら対応してまい

ります。 

 ２件目の変化する農業情勢についての農業を取り巻く

情勢の変化についてでありますが、水田活用の直接支払

交付金の制度改正により、令和４年度から５年間に一度

も米の作付を行わない農地は交付対象外とされることと

なり、今後の本市農政において転換期を迎えていると感

じております。 

 また、同時に進んでおります畑地化促進事業におきま

しては、令和５年度の申請実績として186戸、約1,231ヘ
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クタールが採択されているとともに、令和６年度に向け

て、３月１日現在で、新たに127戸、約481ヘクタールの

希望申請があったところであります。 

 次に、今後の農業の継続に向けた対策についてであり

ますが、国の動向を注視しつつ、令和６年度からスター

トする第４次富良野市農業及び農村基本計画に基づき、

総合的な支援を展開し、水田活用と畑地化のバランスを

取りながら、持続可能な農業を推進してまいります。 

 次に、生産効率や収益性の低い農地への対策について

でありますが、中山間地域等直接支払事業により、耕作

放棄地などを出さない集落への支援を継続してまいりま

す。 

 以上です。 

○議長（渋谷正文君） ここで、10分間休憩いたします。 

     ――――――――――――――― 

        午前11時16分 休憩 

        午前11時23分 開議 

     ――――――――――――――― 

○議長（渋谷正文君） 休憩前に引き続き、会議を開き

ます。 

 休憩前の議事を続行いたします。 

 再質問ございませんか。 

 ８番二宮利和君。 

○８番（二宮利和君） 再質問させていただきます。 

 １件目、観光についての再質問させていただきます。 

 私は、これに当たって、幾つかの市民の方々のお話を

お聞きしました。飲食店を経営されている方は、お客様

へのよりよいサービスを目指して、多くのお客様を迎え

るために準備しているけれども、人手不足で十分に休み

も取れず、３か月に２回しか休めていない、そして、従

業員を雇おうにも、人手不足と人件費の高騰によってな

かなか雇えない、遠くからの従業員やアルバイトを雇う

ために準備をするにも中小企業ではなかなか力がない、

このままだとなかなか続けていけない、また、ふらのス

キー場でのチケットの待ち時間、そして混み具合、その

ほかbonchi powderキャンペーンのポスターがネーティブ

には分かりにくい表現だったり、さらに、路線バスの時

刻表に英語の表記が一切されていない、多くの方に様々

なヒントをいただく、そういうふうなことで様々なお話

が出ました。 

 先ほど、具体的に様々なことを検討（74ページで訂正）

されて、お客様にとっても、そして市民にとっても利便

性が高い、そして、持続可能な観光地をつくるというこ

とで御答弁をいただきましたけれども、具体的にどのよ

うな検討（74ページで訂正）されて、これからどのよう

に進めるのか、分かる範囲でお答えいただければと思い

ます。 

○議長（渋谷正文君） 暫時休憩いたします。 

     ――――――――――――――― 

        午前11時26分 休憩 

        午前11時32分 開議 

     ――――――――――――――― 

○議長（渋谷正文君） 休憩前に引き続き、会議を開き

ます。 

 休憩前の議事を続行いたします。 

 ここで、議会運営委員会開催のため、13時30分まで休

憩いたします。 

     ――――――――――――――― 

        午前11時33分 休憩 

        午後１時29分 開議 

     ――――――――――――――― 

○議長（渋谷正文君） 休憩前に引き続き、会議を開き

ます。 

 休憩前の議事を続行いたします。 

 先ほど、議会運営委員会が開催されました。その経過

について、報告を願います。 

 議会運営委員長佐藤秀靖君。 

○議会運営委員長（佐藤秀靖君） -登壇- 

 議会運営委員会より、休憩中、委員会を開催し、運営

について審議いたしました結果について報告いたします。 

 二宮議員の再質問中、調査と発言がありましたが、再

質問の対象となった答弁には調査は含まれていないこと

を確認しております。 

 委員会では、二宮議員に対し、通告した項目及び答弁

に沿った質問をするよう求め、当該議員も了承している

ところであります。 

 以上、議会運営委員会からの報告といたします。 

○議長（渋谷正文君） ただいまの議会運営委員長の報

告のとおり、本定例会を運営いたします。 

 それでは、再質問ございませんか。 

 ８番二宮利和君。 

○８番（二宮利和君） 先ほどの私の話の中で調査と言

ってしまいましたが、正確には検討という言葉でした。 

 おわびして訂正いたします。 

 改めて、質問させていただきます。 

 観光客急増による影響と持続可能な観光地政策の課題

についての１項目めです。 

 お客様が増加しているということは、そういう成果も

上がっています。その中で、市長は、早急に解決すべき

課題があるということも認識されておられると答弁をい

ただきました。 

 その中で、ふらの観光まちづくり戦略会議で今後検討

していくということでしたが、早急に検討を始めるべき

だと思いますが、いかがですか。 

○議長（渋谷正文君） 御答弁願います。 

 経済部長川上勝義君。 
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○経済部長（川上勝義君） 二宮議員の再質問にお答え

いたします。 

 まず、いまの観光の状況、議員のほうからいろいろ御

指摘があったとおり、お客様が増えて非常に混雑したり

という課題が出てきています。これも、新型コロナウイ

ルス感染症の感染拡大がある程度落ち着きを見せて、観

光客がこれまで動けなかった反動等がありまして、海外

からも多くお客様が来ています。その中で、人材不足等

もいろいろありまして、受け地としての対応がなかなか

難しかった、ここが正直なところではないかなというふ

うに思っています。 

 今後の対策、対応ということでありますけれども、人

材不足等から始まって、いろいろ要因はありますけれど

も、課題をいま整理して次のシーズンにつなげていくた

めに、もう既にふらの観光協会等を中心に観光事業者に

対するヒアリングを始めています。それによって、次の

シーズンは何とかお客様に満足していただいて、心地よ

い空間といいますか、富良野で心地よく過ごしていただ

いて、また来ていただくような、そのような改善等を進

めていきたいというふうに考えてございます。 

 その議論の中心となるのがふらの観光まちづくり戦略

会議になろうかというふうに思っています。 

 以上でございます。 

○議長（渋谷正文君） 続いて、質問ございませんか。 

 ８番二宮利和君。 

○８番（二宮利和君） 市民の皆様から様々な声を聞き

ました。不安の解消について対策をされている、検討し

ていくというお話ですが、その成果などを市民にもっと

知らせていく機会があれば市民のさらなる安心につなが

ると思いますが、その辺りはいかがでしょうか。 

○議長（渋谷正文君） ここで、暫時休憩します。 

     ――――――――――――――― 

        午後１時35分 休憩 

        午後１時35分 開議 

     ――――――――――――――― 

○議長（渋谷正文君） 休憩前に引き続き、会議を開き

ます。 

 休憩前の議事を続行いたします。 

 御答弁願います。 

 経済部長川上勝義君。 

○経済部長（川上勝義君） 二宮議員の再質問にお答え

いたします。 

 いま様々な情報収集等をしておりますけれども、次の

シーズンに向けて様々な施策を検討して展開していく、

これを、市だけではなくてふらの観光協会あるいは観光

事業者とともに手を取りながら、何とかお客様をお迎え

できるような施策に反映していきたいというふうに考え

てございます。 

 以上でございます。 

○議長（渋谷正文君） 経済部長、公表するということ

でしたので、市民周知というところについて、御答弁願

います。 

 経済部長川上勝義君。 

○経済部長（川上勝義君） 追加ですけれども、今後の

施策として、しっかりと取り組んでいきたいというふう

に考えてございます。 

 以上でございます。（発言する者あり） 

○議長（渋谷正文君） 暫時休憩いたします。 

     ――――――――――――――― 

        午後１時37分 休憩 

        午後１時43分 開議 

     ――――――――――――――― 

○議長（渋谷正文君） 休憩前に引き続き、会議を開き

ます。 

 休憩前の議事を続行いたします。 

 続いて、御質問ございませんか。 

（「了解」と呼ぶ者あり） 

○議長（渋谷正文君） 以上で、二宮利和君の質問は終

了しました。 

 ここで、暫時休憩します。 

     ――――――――――――――― 

        午後１時43分 休憩 

        午後１時44分 開議 

     ――――――――――――――― 

○議長（渋谷正文君） 休憩前に引き続き、会議を開き

ます。 

 休憩前の議事を続行いたします。 

 次に、坂口邦夫君の質問を行います。 

 ５番坂口邦夫君。 

○５番（坂口邦夫君） -登壇- 

 通告に従い、順次、質問させていただきます。 

 １件目、富良野市における地域交通の現状と課題につ

いてお伺いいたします。 

 日本経済新聞クロステックの記事では、人口減少と高

齢化がバス会社を追い詰めるとされ、国土交通省が調査

した乗り合いバスの経常収支率は、過去10年にわたり慢

性的な経常赤字となっていると報道されています。 

 地域交通の適合性を考えた場合、定時、定路線のバス

の限界を超えたらコミュニティーバス、それでも利用者

がいないなら、最後の手段としてデマンドバスといった

考え方があります。 

 ①人口分布やまちの構造、地形などが公共交通に適し

ているか、②もともとバスの限界を超えた小規模需要に

対応する公共交通にどれだけのコストをかけるべきか、

③個々のニーズに対する利便性をどこまで追求するか、

④バスの役割分担及び全体のネットワークとして機能で
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きるかどうか、⑤通常タクシーとのすみ分け及び福祉輸

送サービスとの整合性はどうか、⑥持続性を高めるため、

運賃設定、財政負担のルール、地域との責任分担の仕組

みはどうかなど、以上の課題が考えられます。 

 富良野市においては、令和４年11月には地域公共交通

意見交換会が開催され、次の３点について議論されまし

た。１、買物や通院など日頃の生活移動について、２、

日頃の公共交通の利用状況について、３、地域に望まし

い公共交通の在り方についてなどの意見交換がなされ、

様々な意見が出ています。買物に行けない、病院に行き

づらいなどの意見や、ＪＲやバスによる輸送が適切では

ない時代になってきているなど、地方、中山間地域にお

いては、その他幾つかの切実な声が取りまとめられてい

ますが、持続可能な市民にとってのよりよい公共交通を

維持することが大切だと考えます。 

 １項目め、富良野市における公共交通の課題と今後の

考え方をお聞きいたします。 

 ２項目め、地域交通体系への相乗り交通導入について

お伺いいたします。 

 ＪＲでは、令和６年３月いっぱいでＪＲ根室線富良野

－新得間の廃止が決定されていますが、富良野市総合計

画では、総合的な地域公共交通体系の構築と基本施策を

制定されていて、特に、高齢者の免許返納後の公共交通

の在り方については課題になっています。日本政府のデ

ジタル行財政改革会議では、自家用有償旅客運送が議論

され、日本版ライドシェアや神奈川県ライドシェアが取

り沙汰されています。 

 道内においての相乗り交通、ライドシェア、ウーバー

についてですが、経済産業省が国の産業競争力強化法に

基づき、事業者に対し、法規制の適用有無を事業者が照

会できる制度において、グレーゾーン解消制度がありま

す。これにより、今般、あらかじめ設定した実費の範囲

内の金額を同乗者が負担する事業、相乗りについて、国

土交通省及び経済産業省から、道路輸送法第２条第３項

の旅客自動運送事業に該当しない、許可、登録を要しな

いとの回答を得ています。許可、登録を要しない事業、

旅客自動車運送事業に該当しない、これが当初の相乗り

事業です。 

 日本版ライドシェアと日本版ウーバー、北海道では中

頓別町と天塩町のです。私は、2023年８月25日、北海道

大学公共政策大学院主催の地方議員サマースクール研修

会に参加し、その際も紹介されていました。先進事例で

北海道で初となるライドシェアとウーバーの運用のまち

です。 

 日本データーサービス会社の取り計らいにより、両町

の担当者から直接お話を伺うことができました。 

 ライドシェア、ウーバーは、一般の自家用車を、民間

システムと通じ、自治体職員が運用していました。また、

相乗りに使用する車の保険の適用は、国が保険会社と認

定、運用するもので、2019年に損保ジャパン日本興亜が

北海道初となる移動支援サービス専用自動車保険に搭乗

者保険をプラスした相乗り専用保険も運用、認可されて

います。 

 運用の背景は両町とも同じで、移動手段困難による買

物弱者と医療受診困難者です。タクシーでは、病院と買

物ができるまちまで往復１万円以上が必要となり、年金

受給者にとっては持続困難な実情と、自宅からバス停ま

での距離や気象条件、時間帯が合わないなどの背景があ

りました。 

 天塩町においては、コミュニティーバスの運用に年間

2,600万円の費用でしたが、ライドシェア、ウーバーの運

用完全切替えにより、１名の会計年度任用職員の採用で、

マッチングオペレーションのほとんどが電話対応、毎月

20件程度の問合せで年間720回、2,160分、１か月に換算

しますと60回、180分の電話対応となっていました。 

 一方で、運用当初は、ドライバー自身の年間費用とし

て50万円程度の保険代負担が別途あり、それは、共助の

精神による重い負担でした。その後の課題としては、あ

くまでガソリン代とソフト利用料金だけというボランテ

ィア運行は、ドライバー自身の保険や年間維持コストと

して現在の運行経費は概算で年間36万2,000円程度にま

で落ち着きました。 

 現在も運転者の負担感があり、ほかのどのような対価

でも支払うことは有償運行に該当するとなっています。 

 国が認めるライドシェア、ウーバーは、全国1,741市町

村のうち572市町村で実施、過疎地域などで日常生活の移

動手段を確保するために運用され、ＮＰＯや自治体が提

供しているのが令和４年交通空白地有償運送にて発表さ

れています。先般の国会においては、春までライドシェ

アについての答申があるとされ、様々な改革を期待する

ところでありますが、特殊な例では、兵庫県養父市では、

地元タクシー業界と一緒に運行管理するパターン、やぶ

くるなどもあり、大阪でも2024年からライドシェア運行

の開始を予定しております。これは、運行管理資格者が

運用するタクシー会社やバス会社の乗り合い運行事業で

す。持続可能な運行モデルの実現は、ビジネスモデルと

同様で、ライドシェアとタクシー会社のすばらしいノウ

ハウを融合させた共存可能な富良野版ライドシェアも可

能です。 

 一方では、天塩町や中頓別町など、共助の精神による

ボランティア運行による過疎地域の交通弱者に対する最

後の手段として、様々なタイプの相乗り希望が市民目線

で行われることも大切であると考えます。また、その場

合において、商圏が同じ地域である有償旅客事業者と対

峙しない富良野市独自の地域交通も大変重要と考えます。 

 富良野市総合計画では、住み慣れた地域で安心して暮
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らし続けるための支援充実とあり、そこには高齢者の移

動手段が少ない状況や外出困難な状況があり、移動手段

に対する支援が必要になっていると課題が挙げられ、地

域公共交通計画では、まちづくりとも連携した総合的な

地域公共交通体系の構築とされ、地域交通資源を活用し

た持続可能な公共交通体系の実現と基本方針が設定され

ています。 

 日本各地で地域交通の廃止、廃線などが見受けられ、

富良野市においても地域交通の在り方と交通弱者解消に

向けての在り方が問われています。 

 そこで、１点目、地域交通体系への相乗り交通導入に

ついての市の見解をお伺いいたします。 

 ２点目、僻地や中山間地域での地域交通の導入につい

て、市の見解を伺います。 

 続いて、２件目、富良野市における農業政策と課題に

ついてお伺いいたします。 

 現在の農業経営は、厳しさを増しています。物価高騰

などにより様々なものの値段が上がっていますが、農業

においても、燃料や資材の高騰があり、農産物への価格

転嫁が厳しく、利益が少ない状況が続いています。また、

新規就農者の育成の取組が進んでいるものの、それぞれ

の農家では、後継者が少なく、担い手の減少、そして、

今後、畑地化促進事業による耕作面積の拡大が予想され

ます。いま、農林水産省では、新しい食料・農業・農村

基本法の見直しの議論がされていますが、日本農業にお

いて、今後、生産力が落ち、食料安全保障の観点からも

強い危機感があると言えます。 

 このような中、本市の農業も厳しい状況にありますが、

昨年、国、北海道の補助に上乗せする形で肥料高騰対策

などを富良野市に行っていただき、市内の農業者から感

謝の声と継続的支援の延長の切実なお願いの声をいただ

いているところであります。 

 本市の農業は、タマネギ、スイカ、メロン、トマトな

ど、いわゆる高収益作物が中心となっていますが、今後

も離農などにより農地が集約されていくことが予想され

ますが、法人化、あるいは、外国人技能実習生などによ

る人の確保ができれば、規模拡大による増収、増益が可

能であり、もうかる農業に転換する可能性もあると言え

ます。 

 令和６年１月25日に開催された日本政策金融公庫札幌

農林水産事業部主催の日本政策金融公庫農林水産事業関

係者交流会の研修会では、酪農や小規模一般作農家が、

資材高騰や肥料高騰のあおりを受け、昨年の異常気象に

よる猛暑での品質、収量の低下による苦しい資金繰りが

顕著であり、一昨年の新型コロナウイルス感染症の融資

にさらに重ねる二重貸付けとなり得る融資稟議が非常に

困難な苦しい経営状況も見られるとの報告がありました。 

 富良野市総合計画においては、農業、農村の持続性の

確保が政策目的とされており、持続可能な農業の推進と

施策の展開の方法が示されています。 

 そこで、３点質問させていただきます。 

 １点目、持続可能な農業の推進には、セーフティーネ

ットが重要です。富良野市の収入保険の加入率について

お知らせください。 

 ２点目、持続可能な農業の推進には、基盤整備事業が

大切です。大規模な気候変動に対応するための土地改良

が重要と考えますが、国営農地再編整備事業、富良野南

富地区の進捗状況についてお知らせください。 

 ３点目、持続可能な農業の推進には、労働力確保が重

要です。外国人技能実習生の確保に当たり、改正される

見込みの技能実習制度の理解の促進の場が必要と考えま

すが、見解を伺います。 

 ２項目め、鳥獣害対策と今後の課題については、令和

５年第２回定例会でも一般質問させていただきました。

昨年の８月18日は、農業委員会とのまちづくりトークの

開催で、鳥獣害の課題共有をしています。 

 今後の鳥獣害対策における富良野市の対応についてお

知らせください。 

 以上で、１回目の質問とさせていただきます。 

○議長（渋谷正文君） 御答弁願います。 

 市長北猛俊君。 

○市長（北猛俊君） -登壇- 

 坂口議員の御質問にお答えします。 

 １件目の富良野市における地域交通の現状と課題につ

いてでありますが、公共交通の課題につきましては、富

良野市地域交通計画で取りまとめてきたところであり、

人口減少に伴う利用者数の減少や自家用車を中心とした

生活様式が公共交通に大きな影響を及ぼしていると認識

しております。 

 また、燃料費高騰などによる運行コストの増加や運転

手などの人材不足も課題となっており、地域の暮らしを

支える公共交通サービスの維持は厳しさを増しておりま

す。 

 そうした中で、通学世代や支援を要する高齢者などの

移動困難者のための対策として、スクールバスやコミュ

ニティカーの運行、外出支援サービス事業などの移動支

援を行っておりますが、利用者の利便性の確保とともに、

持続可能な公共交通を確保することが大きな課題である

と捉えております。 

 今後につきましては、令和５年９月より運行を開始し

たＡＩオンデマンド交通ふらのりの運行実績を踏まえ、

市内バス路線の在り方や、各地域の特性や需要に見合っ

た交通体系の構築について、引き続き検討してまいりま

す。 

 ２点目の地域交通体系への乗り合い交通導入について

でありますが、現在、市内では、乗り合い交通として、
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山部地区、東山地区、島ノ下地区のコミュニティカーの

ほか、富良野市街においては、ＡＩオンデマンド交通ふ

らのりを運行しているところであります。これらの乗り

合い交通を含め、効率的で持続可能な公共交通ネットワ

ークを構築するには、地域の実情に応じた移動手段を取

り入れていくことが必要と認識しております。 

 僻地や中山間地域を含む市街地以外での地域交通の導

入につきましては、点在する住居と地区内の交通結節点

をどのように結ぶかが大きな課題でありますので、今後

も、既存の公共交通と有機的に連携することにより、持

続可能な公共交通網が構築されるよう引き続き検討して

まいります。 

 ２件目の富良野市における農業政策と課題についての

持続可能な富良野農業と課題についてでありますが、近

年の温暖化などの影響により、令和３年には干ばつ被害、

昨年８月には高温による農作物への影響が出ており、今

後の気候変動への対応も重要であると考えております。 

 そのセーフティーネットとして収入保険制度や農業共

済制度などがありますが、現在の収入保険制度の加入率

は約27％と聞いておりますので、今後のリスク軽減に向

け、関係団体と連携し、加入促進に努めてまいります。 

 次に、国営農地再編整備事業の進捗状況についてであ

りますが、山部地区と南富良野町を区域とする富良野南

富地区は、地区調査２年目であり、受益者である農業者

からの意見聴取などを行いながら、令和８年度事業実施

に向け、準備を進めているところであります。また、五

区、御料地域を区域とする富良野西地区につきましては、

令和６年度から地区調査に入ることとなっており、事業

実施に向け、受益者からの意見聴取などが進められてい

く予定であります。 

 次に、外国人実習生の確保に向けた技能実習制度の理

解促進の場づくりについてでありますが、昨年11月に開

催したふらの未来農業エキスポ2023において、「転換期

を迎えた外国人労働者の受入政策と産地の課題」と題し

たセミナーを開催し、外国人材を受け入れるための留意

点や人材確保による経営改善などについて周知してきた

ところであります。 

 今後、多くの分野において外国人労働力の活用が予想

されることから、国の制度改正の動向を見ながら、外国

人実習生の確保に向けた理解促進の場の提供に努めてま

いります。 

 ２点目の鳥獣害対策と今後の課題についてであります

が、近年の農林業における野生鳥獣被害は深刻な問題と

なっており、本市におきましても、被害額は拡大してい

るところであります。 

 このような状況の中、今後の対策を検討するため、昨

年９月下旬から10月上旬にかけ、４地域で鳥獣被害に関

する意見交換会を開催したところであり、農業者から多

くの御意見をいただいたところであります。その中では、

個体数の適正管理を望む声が一番多く、次に、鹿柵や電

気牧柵などを用いた農地への侵入防止対策の強化が望ま

れており、農作物被害の切実な現状をお聞きしたところ

であります。 

 今後の個体数の適正管理につきましては、鳥獣被害対

策実施隊による捕獲、中型動物に対応した箱わなの貸出

し、担い手の確保に向け、狩猟免許取得や猟銃取得に対

する補助を継続するとともに、ＩＣＴを活用した遠隔監

視や捕獲通知システムなどによる捕獲、追い払いなどの

対策についても検討してまいります。 

 また、農地への侵入防止対策につきましては、電気牧

柵の設置補助を継続するとともに、老朽化した鹿柵の更

新につきましては、国の補助の活用や施設の更新方法に

ついて検討してまいります。 

 さらに、広域的な取組も必要なことから、北海道や近

隣町村、関係機関との連携も進めてまいります。 

 以上です。 

○議長（渋谷正文君） 再質問ございますか。 

 ５番坂口邦夫君。 

○５番（坂口邦夫君） ただいま市長に答弁をいただき

ました。再質問させていただきます。 

 １項目めの公共交通の計画に当たっては、優先順位と

ターゲットを絞ることが大切だというふうに考えており

ます。 

 １点目に、高齢者の方々の買物と病院の通院です。２

点目に、学生の通学と帰りの時間帯の足です。 

 昨年行われた北海道地域交通シンポジウムでは、岩見

沢市での紹介がされていました。市担当職員は、60回ほ

ど地元の協議会や地域の会議に出席され、地元の方々に

また来たのかと言われるほど出席したと述べていました。

地元の方々とコンタクトを多く取ることや、たくさんの

声を聞くことが大切であると、北海道大学公共交通工学

院研究所の岸邦宏先生がシンポジウムで述べています。 

 廃線に伴う交通弱者に対する考え方で、公共交通計画

は大変重要だと認識するところですが、富良野において

は、令和４年の調査発表となっています。今回のＪＲの

廃線のタイミングに伴い、再度の調査の必要があると考

えますが、見解を伺います。 

○議長（渋谷正文君） 御答弁願います。 

 総務部長関澤博行君。 

○総務部長（関澤博行君） 坂口議員の再質問にお答え

いたします。 

 ＪＲ根室線富良野－新得間の廃線のタイミングに当た

って、交通については再調査の必要があるのではないか

という御質問かというふうに思います。 

 交通計画に係る調査でありますけれども、令和５年３

月に公表しました富良野市地域公共交通計画策定に当た
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りましては、市民の皆さんを対象としたアンケート調査、

また、連合町内会長、町内会長、民生委員児童委員の方

を対象にしたアンケート、それと、市役所内部の関係す

る部署に対するヒアリング調査、交通事業者へのヒアリ

ング調査、また、先ほどもお話のありましたとおり、住

民意見交換会、あと、実態を把握するための利用実態調

査などを行ってきたところでございます。また、アンケ

ート調査では、把握し切れない利用実態、ニーズを確認

するために、市内４か所で住民意見交換も行ってきまし

た。 

 ４月から廃止となりますＪＲ根室線富良野－新得間に

つきましては、影響を受ける山部、布部地域で御意見を

いただきながら、代替交通となりますバスのダイヤにつ

いて組立てを行ってきてまいりました。また、山部地域

においては、地域内交通について、現在、御協議をいた

だいているところでございますので、引き続き、地域の

状況把握に努めますとともに、必要に応じて調査につい

ては行ってまいりたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（渋谷正文君） 続いて、質問ございませんか。 

 ５番坂口邦夫君。 

○５番（坂口邦夫君） １点目については了解いたしま

した。 

 次に、２項目めの１点目、地域交通体系の相乗り交通

導入についてということで再質問させていただきたいと

思います。 

 私は、昨年、北海道大学の議員研修の際、日本データ

ーサービス株式会社の計らいにより、同会派の関野議員

と天塩町、中頓別町の研修をさせていただきました。 

 中頓別町は、平成元年にＪＲが廃止された後、バス運

行が開始され、赤字による運行減便を行い、いまでは１

日２往復の運行となっています。天塩町では、30年先を

見据えた取組が求められると2017年に相乗りが開始され

ました。両町に言えることは、交通弱者イコールスマホ、

携帯が使えない高齢者であったことが分かりました。ま

た、当初は、相乗り交通が高齢者に認知されなかったが、

認知拡大や普及活動の各種取組により、利用拡大につな

がったことです。 

 その後、筑波大学との連携調査により、移動可能性等

と市民の幸福度、満足度は高い相関関係があることが研

究結果にて筑波大学が発表しています。 

 富良野市においても、持続可能な相乗り交通のように、

有形・無形資産の活用度、生産性を高めていくことが交

通弱者に対する考え方として大変重要と考えますが、見

解をお聞きいたします。 

○議長（渋谷正文君） 御答弁願います。 

 総務部長関澤博行君。 

○総務部長（関澤博行君） 坂口議員の再質問にお答え

いたします。 

 乗り合い交通の活用を高めていくことが交通弱者に対

する考え方として必要ではないのかということかという

ふうに思いますけれども、乗り合い交通の活用につきま

しては、先ほど市長から答弁させていただきましたが、

山部地区、東山地区、島ノ下地区ではコミュニティカー、

富良野市街地域ではＡＩオンデマンド交通ふらのりを現

在運行しているところであります。 

 富良野市地域公共交通計画の基本方針では、地域の交

通資源を活用した持続可能な交通体系の実現、また、基

本方針にひもづく目標につきましては、居住地域によら

ず公共交通が移動選択肢として位置づけられる公共交通

網の形成と定めておりまして、現在、富良野市でも行っ

ております自家用有償旅客運送、また、オンデマンド交

通をはじめとした乗り合い交通につきましても、既存の

公共交通と併せて、持続可能な公共交通網となるよう、

様々な検討を継続してまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（渋谷正文君） 続いて、質問ございますか。 

 ５番坂口邦夫君。 

○５番（坂口邦夫君） いまのに関連して、次に、２点

目に移らせていただきたいと思います。 

 山部や麓郷など、中山間地域では、主要幹線道路のバ

ス停まで遠く、足が不自由な方や、暑さや寒さなど気象

条件的なことに対し、体力的に苦労される方もおられま

す。私のところには、地元の方々から、ＪＲがなくなる

けれども、小さいバスや車は山部に来るのですかという

問合せが来ます。山部にはコミュニティカーがあるので

すよと答えると、分からないという声がありました。昨

年12月の山部地域懇談会でもそのような意見が出された

と思います。 

 山部地区総合振興協議会の吉中代表は、北海道内の研

究機関に対し、ＪＲ廃線後の公共交通を含めたまちの在

り方についての検証依頼をしています。今後の富良野市

の考え方について、見解を伺います。 

○議長（渋谷正文君） 暫時休憩いたします。 

     ――――――――――――――― 

        午後２時16分 休憩 

        午後２時19分 開議 

     ――――――――――――――― 

○議長（渋谷正文君） 休憩前に引き続き、会議を開き

ます。 

 休憩前の議事を続行いたします。 

 改めて、質問の内容を精査して、質問のほど、よろし

くお願いいたします。 

 ５番坂口邦夫君。 

○５番（坂口邦夫君） 先ほどのは取り下げます。 

 次の質問に移らせていただきます。 



 - 80 - 

 学生の通学のバスについてお伺いしたいと思います。 

 現在は、ふらのバスは、山部方面へ行く最終バスは、

18時52分を逃せばその後の公共交通機関がないという状

況になっています。住居が富良野から遠い学生たちは帰

りが遅くなることや、帰りの時間を気にするあまり部活

動に所属しない傾向があったり、もし所属しても家庭に

おける家族の協力がなければ部活動の継続が困難との傾

向があります。 

 部活帰りの学生を迎えに来るための父兄の自動車の行

列はいまや当たり前の光景となりつつありますが、富良

野市において、富良野高校、緑峰高校の統廃合の学生に

ついても同様の傾向があるのではないかと心配していま

す。 

 地方に住んでいても安心して学校教育を受けられるよ

うにすることは、地域交通としての公共交通の利便性が

大変重要であると考えますが、見解を伺います。 

○議長（渋谷正文君） 御答弁願います。 

 総務部長関澤博行君。 

○総務部長（関澤博行君） 坂口議員の再質問にお答え

いたします。 

 いまのお話の部分でいきますと、現在、ＪＲ根室線富

良野－新得間につきましては、最終の下りの列車につい

ては19時２分富良野駅発というふうに思いますし、ふら

のバスの西達布線につきましては、富良野駅18時45分発

の便が最終だというふうに思います。 

 今回、４月から、ＪＲ根室線富良野－新得間の廃線に

伴いまして、利便性のより高いバス路線を構築できるよ

うにバス会社とも協議を行ってきたところでありますけ

れども、その結果、西達布線については、５往復だった

ものを６往復、ＪＲと比較いたしますと、ＪＲは下り４

本、上り５本だったところが、近接する時間、また、い

ままで設定されていなかった時間も含めて、バスに切り

替えることによって６往復の便を確保いたしました。そ

のことで、ＪＲ廃線後につきましても、利便性の確保を、

一定、できたのではないのかというふうに考えておりま

す。 

 坂口議員のおっしゃられる学生の方の部分に関しまし

ては、通学に関していきますと、17時台のバスというの

が１本増便をされておりますので、そういった面でいき

ますと、学生の方にとっても利便性の高い交通がつくれ

たのではないのかというふうに考えているところであり

ます。 

 以上でございます。 

○議長（渋谷正文君） 続いて、質問ございませんか。 

 ５番坂口邦夫君。 

○５番（坂口邦夫君） 続いて、２件目に移りたいと思

います。 

 １点目、持続可能な農業、セーフティーネットについ

て重要ですということで質問させていただきました。 

 農業においては、異常気象が近年当たり前になりつつ

あります。昨年の猛暑による農作物の品質低下や突然の

ひょうによる被害など、昨年は中富良野町でも見受けら

れました。タマネギの産地である北見地区では、昨年、

ひょうによる被害報告は、５経営体で79ヘクタールが廃

耕になり、１億円程度の共済金の支払いとなった報告で

す。 

 本市においても、経営の安定の観点から重要と考えま

すが、見解を伺います。 

○議長（渋谷正文君） 御答弁願います。 

 経済部長川上勝義君。 

○経済部長（川上勝義君） 坂口議員の御質問にお答え

いたします。 

 農業センサスの状況によりますと、収入保険の加入状

況については、市長答弁であったとおり27％というふう

になっています。また、セーフティーネットということ

ですので、農業共済制度、これもその一つになろうかと

いうふうに思っていますが、その加入状況につきまして

は大体73％というふうになっています。収入保険と農業

共済を合わせると大体８割ぐらいの方々が加入されてお

りまして、これからの自然災害に備えているというよう

な状況になっているというふうに思っております。 

 これまでも、令和３年度の干ばつの助成金のときにも

ＪＡの申請のときに収入保険をお勧めした経過もありま

すので、そういう機会を通じて加入促進に努めていきた

いというふうに考えています。 

 以上でございます。 

○議長（渋谷正文君） 続いて、質問ございませんか。 

 ５番坂口邦夫君。 

○５番（坂口邦夫君） 続いて、２点目の質問に移りた

いと思います。 

 令和３年頃の富良野南富地区の基盤整備事業について

は、以前、渋谷議員も質問していると思います。 

 この事業は、当初予算は490億円の想定事業となってい

ましたが、国のガイドラインによる補助率は、想定で国

75％、北海道18.3％、市町村４％、受益者農家2.7％とな

っていますが、昨今の燃油高騰、資材高騰のあおりを受

け、今後の設計計画予算は想定しづらい環境となってい

ますが、市町村負担４％についての本市の見解をお伺い

いたします。 

○議長（渋谷正文君） 御答弁願います。 

 経済部長川上勝義君。 

○経済部長（川上勝義君） 坂口議員の再質問にお答え

いたします。 

 自治体の負担の４％の関係でありますけれども、基本

的にはガイドライン相当分の負担の４％を想定していま

す。ただ、現在、決まっているわけではなくて、市の負
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担については、事業申請時、令和７年度を予定しており

ますけれども、そのときに正式に決定をする流れである

かというふうに考えています。 

 それで、財政との判断になろうかと思いますけれども、

４％を超えた場合は、地方財政措置がなくなって起債の

対象外となることから一般財源というふうになってきま

すので、その辺りは慎重に検討しなければいけないこと

かと思っています。 

 以上でございます。 

○議長（渋谷正文君） 続いて、質問ございませんか。 

 ５番坂口邦夫君。 

○５番（坂口邦夫君） ３点目に移りたいと思います。 

 今朝の経済新聞にも、外国人労働者に対して日本は選

ばれる国になるためというふうに書いてありました。世

界の人材の争奪が激しくなり、特に富良野市においては、

現在ある企業の潜在的生産能力を掘り起こす意味合いに

おいても、人材獲得は大変重要だと感じています。 

 その対応と対策として、現在、技能実習制度が行われ

ておりますが、今回の制度改正においては、一定期間就

職していれば転籍を可能とする内容になっており、受入

れ農家としては、転籍による人材の流出が懸念されます。 

 実習生を受け入れるに当たり、大切なのは、制度の理

解と同様に、労働条件の整備についての理解も必要であ

ると考えます。労働基準法、三六協定、早朝、深夜の残

業、有給休暇消化のルール、作業免許の有無、現場の安

全管理など、労働基準法に関わる制度改正や労働条件の

整備に関する知識、理解の促進の場も必要と考えますが、

本市のお考えをお聞かせください。 

○議長（渋谷正文君） 御答弁願います。 

 経済部長川上勝義君。 

○経済部長（川上勝義君） 坂口議員の再質問にお答え

いたします。 

 技能実習生の制度の改正がこれからあると思いますけ

れども、制度改正のポイントにつきましては、これまで

技能実習制度は国際貢献を目的としたものでありました

けれども、今回の改正におきましては、国内産業のため

の人材確保と育成、ここが視点になっているという状況

になっています。それで、いま、議員のほうからお話が

あったとおり、一定期間勤務した後、転籍が認められる

ような制度になりそうだというようなお話もお聞きして

おります。 

 実習生を継続して雇用するためには、やはり、労働条

件、あるいは生活支援、このようなものが非常に重要と

いうふうに考えております。そのためには、議員がおっ

しゃるとおり、外国人材を受け入れるための制度内容の

理解と受入れ体制の整備、ここが非常に重要であると考

えますので、今後、研修の機会を検討していきたいとい

うふうに思っています。 

 最終的には、外国人材の方々が実習を通して富良野に

来てよかった、そういうふうに思っていただけるような

受入れ体制を整えていくことが非常に重要だと思ってい

ます。今回は、坂口議員からは農業について質問をいた

だきましたけれども、これについては、農業に限らず、

様々な業種で言えることかというふうに思っております。 

 以上でございます。 

○議長（渋谷正文君） 続いて、質問ございませんか。 

（「了解」と呼ぶ者あり） 

○議長（渋谷正文君） 以上で、坂口邦夫君の質問は終

了しました。 

――――――――――――――――――――――――― 

        散  会  宣  告         

――――――――――――――――――――――――― 

○議長（渋谷正文君） 以上で、本日の日程は終了いた

しました。 

 明８日の議事日程は、お手元に御配付のとおり、大栗

民江君、宮田均君の一般質問を行います。 

 本日は、これをもって散会いたします。 

 

                午後２時31分 散会 
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